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鴻巣市公共施設個別施設計画 

整合  

第 1 章 計画の概要  

１．計画策定の目的  

    

本市は、さまざまな目的や時代のニーズに応じて公共施設等の整備、維持管理・運営を行っ

てきました。しかし、今後、多くの施設が一斉に更新時期を迎える見込みの中で、今後、安全な

利用を確保し、維持していくためには、膨大な費用を要することが予想されています。 

 

この課題解決に対しては、今後の人口減少等による公共施設等の利用需要の変化などの社

会経済情勢の変化も見据えながら、持続可能な自治体経営を遂行するため、「最適な提供サー

ビスのあり方は何なのか」「財務面・品質面・供給面のバランスはとれているのか」「ムリ・ムダ・

ムラは生じていないか」といった、公共施設等の総量を経営資源として適正にマネジメントする、

「総量管理」の実現が必要になります。 

 

本市では、平成29年（2017年）3月に、長期的な視点で「総量管理」の実現に取り組むため

の基本的方向性を示した「鴻巣市公共施設等総合管理計画（以下「総合管理計画」という。）」を

策定（令和4年（2022年）10月改定）しましたが、本計画は「総合管理計画」の目標を実現する

ための、「建物系の公共施設（公園・上下水道施設を除く）に関する実行計画」として策定する

ものです。 

 

２．計画の位置づけ  

    

本計画は、国の「インフラ長寿命化基本計画」において、地方公共団体が策定する公共施設等

総合管理計画に基づき定める計画として示される「メンテナンスサイクルの核となる個別施設

計画」に位置づけられるものであり、「鴻巣市第6次総合振興計画」「鴻巣市公共施設等総合管

理計画」の方針や考え方を踏まえるとともに、その他個別計画・基本方針等との調整・連携を図

ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

他の個別計画 

   基本方針等 

調整・ 

連携 
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３．計画の性質  
    

本計画は、「総合管理計画」での総量管理の数値目標である『２０５６年までに公共施設延床

面積を２８．５％削減』の実現に向け、同計画にて定める「公共施設等の管理に関する基本的な

考え方」に示す「８つの実施方針」を反映した、実行見通しを示そうとするものです。 

 

一方で、近年の社会情勢を考慮した将来の財政状況の不透明さ、事業進捗による見直しや法

改正、予見が難しい突発的対応の必要性や国・県の支援制度の動向、そして市民ニーズの変化

などに対し、柔軟かつ機動的に対応できることが求められます。 

 

そのため本計画では、８つの実施方針の内、（２）（３）（４）（５）にて示す、以下「実施方針内容

（検討の考え方）」に基づき、「毎年の行政評価（PDCAサイクル）での進行管理」による、最上位

計画である「総合振興計画 実施計画」等の検討結果を反映した、毎年改訂を行うローリング方

式での運用を行います。 

（※これらの予算化・事業化の一連の検討・作業のなかで、事業内容の変更や事業費の拡大・

縮小など、変更する場合があります。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

◆「（２）維持管理・修繕・更新等の実施方針」「（３）安全確保の実施方針」「（４）耐震化・長寿命

化の実施方針」「（５）統合や廃止の推進方針」に関する実施方針内容（検討の考え方） 

 

①「12評価の手法（※後述詳細）」に基づく個別施設の一次評価 

②「総量管理の考え方」に基づく全体視点からの戦略 

③ 当該施設の役割と全市的な行政需要に応えるサービスの提供方法の検討 

④「総務省モデル」に基づく長期的な財政見通しとの整合 

⑤「鴻巣市総合振興計画 実施計画」に基づく予算編成での検討 
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４．計画の構成  
    
本計画は、国のインフラ長寿命化基本計画において示される策定要請事項に基づき、以下の

内容で構成されます。 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

〔記載事項〕 

①対象施設  

行動計画において、個別施設計画を策定することとした施設を対象とする。個別施設のメンテナンス

サイクルを計画的に実行する上で最も効率的・効果的と考えられる計画策定の単位（例えば、事業毎の

分類（道路、下水道等）や、構造物毎の分類（橋梁、トンネル、管路等）等）を設定の上、その単位毎に計画

を策定する。 

②計画期間  

インフラの状態は、経年劣化や疲労等によって時々刻々と変化することから、定期点検サイクル等を

考慮の上計画期間を設定し、点検結果等を踏まえ、適宜、計画を更新するものとする。 

本基本計画で示す取組を通じ、知見やノウハウの蓄積を進め、計画期間の長期化を図ることで、中長

期的な維持管理・更新等に係るコストの見通しの精度向上を図る。 

③対策の優先順位の考え方 

個別施設の状態（劣化・損傷の状況や要因等）の他、当該施設が果たしている役割、機能、利用状況、

重要性等、対策を実施する際に考慮すべき事項を設定の上、それらに基づく優先順位の考え方を明確

化する。 

④個別施設の状態等 

点検・診断によって得られた個別施設の状態について、施設毎に整理する。なお、点検・診断を未実施

の施設については、点検実施時期を明記する。 

また、「Ⅳ.２．③対策の優先順位の考え方」で明らかにした事項のうち、個別施設の状態以外の事項に

ついて、必要な情報を整理する。 

⑤対策内容と実施時期 

「Ⅳ.２．③対策の優先順位の考え方」及び「Ⅳ.２．④個別施設の状態等」を踏まえ、次回の点検・診断や

修繕・更新、さらには、更新の機会を捉えた機能転換・用途変更、複合化・集約化、廃止・撤去、耐震化等

の必要な対策について、講ずる措置の内容や実施時期を施設毎に整理する。 

⑥対策費用 

計画期間内に要する対策費用の概算を整理する 
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５．計画の対象施設  
 

本計画の対象施設は、総合管理計画に記載する令和4年（2022年）4月時点の１５7の公共施

設及び、以降に新規整備・除却等行った施設を対象とします。 

（※総合管理計画と連動するよう、新規・除却等を行っている施設については、当該対象施設に

含め、備考に状況を記載しています。）  

（※現在の延床面積は、策定時点（令和４年度(202２年度)末の現存床面積となります。 

除却等済は「（）表記」、新設・除却予定の床面積は「【】表記」しています。） 
 

施設類型 施設名 
現延床面積

(㎡） 

竣工年度 

（主施設） 

総合管理 

計画施設 ID 
備考 

市民文化系

施設 

コミュニティふれあいセンター 1,196  1983 1   

市民センター 1,201  1986 2   

本町コミュニティセンター 1,327  1987 3   

中央公民館 579  1975 4   

田間宮生涯学習センター 1,891  1999 5   

箕田公民館 1,861  1988 6   

笠原公民館・笠原稲穂センター 1,811  1994 7   

常光公民館・常光放課後児童クラブ 1,863  1992 8   

あたご公民館・あたご放課後児童クラブ本室 2,032  1989 9   

吹上生涯学習センター 2,093  2014 10   

川里生涯学習センター 1,967  2013 11   

北新宿生涯学習センター 1,057  2019 12  

鴻巣集会所 308  2000 13   

吹上ふれあいセンター 325  2001 14   

川里ふれあいセンター 203  2005 15   

文化センター 7,950  2000 16   

花と音楽の館かわさと 822  2007 17   

市民活動センター・市民サービスコーナー・
パスポートセンター・就労支援センター・ 
障がい者就労支援センター 

2,145  2008 18   

社会教育系

施設 

鴻巣中央図書館 1,098  2008 19   

吹上図書館 803  2013 20   

川里図書館 1,010  1993 21   

文化財整理収蔵室 489  1990 22   

映画館 4,757  2008 23   

コウノトリ野生復帰センター 297  2020 24  

スポーツ・

レクリエー

ション系施

設 

総合体育館 6,670  1982 25   

コスモスアリーナふきあげ・ 

吹上勤労青少年ホーム 
6,228  2002 26   

産業観光館 655  2011 27   

市民農園 173  2005 28   

人形のふるさと化粧室(閉鎖中) 14  1997 29   

ふるさと総合緑道休憩施設 246  2006 30   

にぎわい交流館 336  1991 31  
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施設類型 施設名 
現延床面積

(㎡） 

竣工年度 

（主施設） 

総合管理 

計画施設 ID 
備考 

産業系施設 
川里農業研修センター 1,928  1983 32   

鴻巣勤労青少年ホーム 669  1975 33   

学校教育系

施設 

鴻巣東小学校・鴻巣放課後児童クラブ分室 8,973  1982 34   

鴻巣南小学校 6,240  1970 35   

馬室小学校・馬室放課後児童クラブ小学校

内分室 
5,463  1982 36   

田間宮小学校 7,335  1978 37   

箕田小学校 7,227  1982 38   

常光小学校 4,739  1987 39   

鴻巣北小学校・神明放課後児童クラブ小学

校内分室 
7,394  1972 40   

松原小学校・あたご放課後児童クラブ分室 7,826  1977 41   

赤見台第一小学校 6,640  1981 42   

赤見台第二小学校・赤見台第 2 放課後児童

クラブ分室 
8,101  1986 43   

鴻巣中央小学校・中央放課後児童クラブ小

学校内分室 
8,078  1993 44   

吹上小学校 8,573  2014 45   

小谷小学校 4,897  1991 46  

下忍小学校 6,277  1989 47   

大芦小学校・大芦放課後児童クラブ 7,560  1980 48   

屈巣小学校 3,919  1980 49   

共和小学校 3,798  1983 50   

広田小学校 3,880  1981 51   

鴻巣中学校 9,894  1978 52   

鴻巣北中学校 10,198  1974 53   

鴻巣西中学校 9,770  1980 54   

鴻巣南中学校 9,112  1983 55   

赤見台中学校 10,279  1985 56   

吹上中学校 8,564  1976 57   

吹上北中学校 8,617  1982 58   

川里中学校 7,428  1985 59   

教育支援センター 1,140  1993 60   

中学校給食センター 2,598 2020 61  

子育て支援

施設 

鴻巣保育所 1,035  1992 62   

馬室保育所 983  1999 63   

生出塚保育所 1,126  2001 64   

登戸保育所 900  1997 65   

鎌塚保育所 667  1974 66   

吹上富士見保育所 725  1981 67   

川里ひまわり保育園 2,393  2001 68   
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施設類型 施設名 
現延床面積

(㎡） 

竣工年度 

（主施設） 

総合管理 

計画施設 ID 
備考 

子育て支援

施設 

（続き） 

鴻巣児童センター 1,234  1978 69   

箕田児童センター・赤見台第１放課後児童

クラブ 
739  1988 70   

あたご児童センター 808  1989 71   

常光児童センター 345  1992 72   

笠原児童センター 397  1994 73   

田間宮児童センター 313  1999 74   

吹上児童センター 527  2014 75   

川里児童センター 405  2013 76   

北新宿児童センター 464  2019 77  

共和こども交流の家・共和放課後児童クラ

ブ 
501  1979 78   

鴻巣放課後児童クラブ本室 151  1991 79   

神明放課後児童クラブ本室 182  1992 80   

中央放課後児童クラブ本室 197  1993 81   

赤見台第２放課後児童クラブ本室 149  1996 82   

南放課後児童クラブ 128  1997 83  

田間宮放課後児童クラブ 286  1999 84   

馬室放課後児童クラブ本室 171  2000 85   

箕田放課後児童クラブ 286  2000 86  

吹上放課後児童クラブ 312  2013 87   

下忍放課後児童クラブ 237  2012 88   

屈巣放課後児童クラブ 559  1978 89   

広田放課後児童クラブ 559  1977 90   

パントリーくすくす 

（旧屈巣学童保育室） 
62 1992 91  

保健・福祉

施設 

高齢者福祉センター白雲荘 1,382  1980 92   

高齢者福祉センターコスモスの家 746  1977 93   

高齢者福祉センターひまわり荘 453  1993 94   

川里創作館 341  1976 95   

鴻巣シルバー人材センター吹上事務所 

（借上物件） 
571  1998 96  

あしたば第一作業所 445  1991 97   

あしたば第二作業所 491  1996 98   

川里ポプラ館 442  1995 99   

つつみ学園 414  1975 100  

こどもデイサービスセンター 548  2014 101   

鴻巣保健センター 984  1981 102   

吹上保健センター 798  1986 103   

鴻巣市総合福祉センター 3,733  1995 104   

吹上福祉活動センター・吹上太陽の家 829  1994 105   
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施設類型 施設名 
現延床面積

(㎡） 

竣工年度 

（主施設） 

総合管理 

計画施設 ID 
備考 

行政系施設 

市庁舎 11,337  1974 106  

吹上支所 1,371  2012 107   

川里支所 566  2013 108   

消防団第１分団消防器具置場 90  1995 109   

消防団第２分団消防器具置場 155  1977 110   

旧消防団第３分団消防器具置場 73  1991 111   

消防団第３分団消防器具置場 100  2015 112   

消防団第５分団消防器具置場 100  1999 113   

消防団第６分団消防器具置場 112  1991 114   

消防団第７分団消防器具置場 100  2002 115   

消防団第８分団消防器具置場 82  1996 116   

消防団第９分団消防器具置場 100  2003 117   

消防団第１０分団消防器具置場 83  1996 118   

消防団第１１分団消防器具置場 93  1999 119   

消防団第１２分団消防器具置場 93  1997 120   

消防団第１３分団消防器具置場 128  1984 121   

消防団第１４分団消防器具置場 56  1983 122   

旧消防団第１５分団消防器具置場 56  1985 123   

消防団第１６分団消防器具置場 55  1987 124   

消防団第１７分団消防器具置場 40  1976 125   

消防団第１８分団消防器具置場 55  1986 126   

旧消防団第１９分団消防器具置場 56  1982 127   

下閭自衛消防器具置場 25  不明 128   

小松原自衛消防器具置場 10  不明 129   

吹上富士見書庫（借上物件） 48  1998 130  

防災備蓄センター・土のうステーション 743 2021 131  

公営住宅 

原馬室第２団地 244  1958 132  

登戸団地 4,868  1997 133   

下谷団地 3,008  1967 134   

宮前団地 1,050  1972 135   

松原団地 4,089  1988 136   

小松団地 2,281  1981 137   

人形町団地 3,254  1992 138   

新宿団地 800  1981 139   

水資源開発公団払下住宅 190  不明 140   
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施設類型 施設名 
現延床面積

(㎡） 

竣工年度 

（主施設） 

総合管理 

計画施設 ID 
備考 

その他 

鴻巣駅東口第１駐車場 26,375  2007 141   

鴻巣駅東口第２駐車場 2,139  2008 142   

鴻巣駅東口公衆便所 34  1995 143   

鴻巣駅西口公衆便所 29  1990 144   

北鴻巣駅東口公衆便所 39  1984 145   

北鴻巣駅西口公衆便所 21  2015 146   

吹上駅北口公衆便所 31  2008 147   

吹上駅南口公衆便所 22  1987 148   

（旧第二庁舎） （1,478） （1970） （149） 
2022 年度 

除却 

旧笠原小学校 5,745 1988 150  

旧川里保健センター 534 1993 151  

（旧富士見保育所） （448） （1979） （152） 
2022 年度 

売却 

旧広田中央土地区画整理事務所 130  1997 153   

渡内糠田排水機場 814  1992 154   

旧中閭自衛消防器具置場 20  不明 155   

旧川面自衛消防器具置場 9  不明 156   

旧広田保育所 52  不明 157   

 2022 年度末時点  合計 351,060  １５５  

※総合管理計画改定時（令和４年 10 月）より 

                  施設数    新規：０施設  廃止等：－２施設 

                   施設延床面積 新規：０㎡   廃止等：－1,926 ㎡ 
 

※ 施設の延床面積は小数点以下を四捨五入しているため、総計と一致しません。 
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６．計画期間  
    

本計画の期間は、令和５年度（2023年度）から令和７年度（202５年度）までの3か年分を対象

期間とします。 

一方、毎年のPDCA検証に基づき、予算編成及び総合振興計画実施計画と連動した、ローリング

方式により、年度当初に計画を示します。 

 
  

平成

29年

度 

(2017) 

 

30年

度 

(2018) 

令和 

元年

度 

(2019) 

 

2年度 

(2020) 

 

3年度 

(2021) 

 

4年度 

(2022) 

 

5年度 

(2023) 

 

6年度 

(2024) 

 

7年度 

(2025) 

 

8年度 

(2026) 

 

令和 

38年度 

(2056) 

 
        

  

 

       
 

 

  

 

         

  

 

         

  

 

総合管理計画（40年間） 

個別施設計画 
（令和5年度） 

個別施設計画 
（令和6年度） 

・・・ 

 毎年度3か年 ローリング方式  
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第２章 公共施設の現状 

１．対策の優先順位設定の考え方 
  

国「インフラ長寿命化基本計画」に示される対策の優先順位の考え方について、本市では「総合管

理計画 第四章 公共施設等の整備方針」において、「12評価」による公共施設の評価（1次評価）

と、評価内容を踏まえた「短期的な方針（2次評価）」を設定しています。 

（※この「12評価」手法は、本市の協働研究に協力頂いた、公立大学法人前橋工科大学堤研究室

にて、研究された簡易評価手法です。） 

 

本計画では、総合管理計画の実行計画として、原則この施設毎の「短期的な方針」に基づき対策

を検討しつつ、「総合管理計画」策定以降に、公共施設等総合管理計画庁内検討委員会等を通じ、

更に全庁的戦略、利用者ニーズの把握、サービス提供方法や民間活力の可能性、財源見通し等を

多角的に検証の上、意思決定した事項を、「第3章 施設類型毎の個別施設計画（3次評価 実施方

針）」として整理しています。 

 

    

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

施設の現状をもとに、「管理者視点」と「利用者視点」に 
分け、施設毎に客観的・機械的に評価し、「用途廃止」 
「利用検討」「更新検討」「継続保全」の４分類化 

総合管理計画 短期的な方針 
（令和４年度（2022年度）から 

令和13年度（2031年度）まで） 

公共施設等総合管理計画庁内検討委員会等における、 
以下の多角的検討結果に基づく、実施方針の意思決定 

   ①総量管理に基づく全庁的戦略 
②利用者ニーズの把握 
③市民サービス提供方法 
④財政見通しとの整合 など 

 

 

 

優

先

順

位

設

定

の

考

え

方 

１次評価 

２次評価 

３次評価 

（実施方針） 
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 ２．個別施設の状態等 

 
現状の個別施設の状態として、総合管理計画改定時（令和２年度（2020年度）末時点）におけ

る「12評価の結果」を以下に示します。 

        （※新規施設等、総合管理計画に非記載施設は除きます。） 

      （※令和元年度（2019 年度）から令和３年度（2021 年度）までに、竣工・取得した公共施設

については、後述する「継続保全」と評価しています。） 

 

【12評価の評価方法】 
行政の立場からも市民の立場からも行政サービスの質の向上を実現する公共施設整備の

方向性を示すため、「管理者視点」と「利用者視点」という 2つの視点から評価を行います。 

また、各視点は3つの評価軸で検証を行い、各評価は基本的に2つの項目から構成していま

す。 

これら 2 視点 6 評価 12 項目による評価を行い、最小限の情報収集による迅速かつ総合

的に公共施設の評価が可能となります。 

    

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１２評価

管理者視点

利用者視点

建物管理度

（健全性）

建物劣化度

（安全性）

運用費用度

（経済性）

立地環境度

（有用性）

設備管理度

（快適性）

施設活用度

（利便性）

建築後年数等を使用し、

数値化

耐震性能

建物法定点検の結果

消防点検の結果

光熱水費や施設運営

にかかるコスト

工事や修繕にかかる

コスト

500ｍメッシュ内

人口

浸水想定区域など

施設立地面

設備法定点検

バリアフリー法に

対応しているか

延床面積/利用者数

の平均からの乖離

延床面積/利用可能時間

の平均からの乖離

建物性能

耐震性能

法定点検・劣化診断

消防点検

ハザードマップ

法定点検・劣化診断

バリアフリー

活用率

稼働率

ストック

フロー

人口密度
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【管理者視点】 

○建物劣化度 
（安全性） 

◆建物性能 
竣工年度・大規模改修年度・延床面積に基づき、劣化危険度を評
価 

◆耐震性能 
新耐震基準適合（昭和 56 年６月以降）の有無、診断結果などに
基づく、耐震性能を評価 

○建物管理度 
（健全性） 

◆ 建 物 法 定 点
検・劣化診断 

建築基準法第 12 条に基づく法定建物点検、ないし管理者診断結
果に基づく、建物点検結果を評価 

◆消防点検 消防法に基づく消防点検結果を評価 

○運用費用度 
（経済性） 

◆フロー 
直近 3ヵ年の施設運営の経費に対し、施設分類ごとの平均経費額
と比較し、相対評価 

◆ストック 
直近 3ヶ年の施設補修の費用に対し、施設分類ごとに平均費用額
と比較し、相対評価 

 

【利用者視点】 

○立地環境度 
(有用性) 

◆人口密度 
平成 22 年度の国勢調査に基づく、500m×500m のマス目の人口
密度より、立地性を評価 

◆ハザードマッ
プ 

国土交通省「国土数値情報」に基づく「浸水想定区域」「土砂災
害危険箇所」の該当有無より、立地性を評価（H28 末時点） 

○設備管理度 
(快適性) 

◆設備法定点検 
 劣化診断 

建築基準法第 12 条に基づく法定設備点検ないし、管理者診断結
果に基づく、建物設備点検結果を評価 

◆バリアフリー 

バリアフリー関連法適合（「高齢者，障害者等の移動等の円滑化
の促進に関する法律（以下「バリアフリー新法」）（平成 18 年
度）」ないし「旧改正ハートビル法（平成 15 年度）」ないし「旧
ハートビル法（平成 6年度）」）の有無、ないし管理者診断結果に
基づく、利用者快適性を評価 

○施設活用度 
(利便性) 

◆活用率 
「建物延床面積÷年間利用者数」の割合に対し、施設分類ごとの
平均割合と比較し、相対評価 

◆稼働率 
「活用時間（開館日数×開館時間）÷「１年間の最大利用時間
（365×24）」の割合に対し、施設分類ごとの平均割合と比較
し、相対評価 

 

【「１２評価」を用いた施設評価】 
    各項目の現況についてそれぞれ評価を行い、その評価結果を、以下表の通り、ポートフォリオ(指

標を組み合わせて分析する手法)にあてはめ、各施設の評価を「継続保全」「利用検討」「更新検討」

「用途廃止」の４つに分類しています。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

更新検討  継続保全 

用途廃止 利用検討 

利
用
者
視
点 

) 

管理者視点 

利用者視点からも、 
管理者視点からも 
評価が高い施設 

施設状態は悪くない
が、利用状況は良くな
いと評価される施設 

利用状況は悪くない
が、施設状態は良くな
いと評価される施設 

利用者視点からも、 
管理者視点からも 
評価が低い施設 
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 【「１２評価」結果（全体概要）】 
      以下は全体概要となりますが、「第3章 施設類型毎の個別施設計画 ３.施設類型毎の対策内

容」にて、施設毎の評価を記載しています。 

 

評価 個数 
延床面積

（㎡） 
主な施設 

継続保全 63 101,733 

鴻巣駅東口第１駐車場、文化センター、総合体育館、登戸団地、

映画館、松原団地、人形町団地、市民活動センター、鴻巣駅東口

第２駐車場 

利用検討 68 237,924 

市庁舎、小学校(全18校）、中学校(全8校）、コスモスアリーナふ

きあげ、鴻巣市総合福祉センター、川里ひまわり保育園、川里農

業研修センター、旧第二庁舎、 

更新検討 19 11,748 

下谷団地、小松団地、高齢者福祉センター白雲荘、市民センタ

ー、宮前団地、鴻巣保健センター、新宿団地、つつみ学園、原馬

室第二団地、消防団第２分団消防器具置場、駅公衆便所（全6か

所） 

用途廃止 7 1,581 

共和こども交流の家・共和放課後児童クラブ、旧富士見保育所、

川里創作館、水資源開発公団払下住宅、旧広田保育所、消防団第

17分団消防器具置場、旧川面自衛消防器具置場 

総計 157 352,986   
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第3章 施設類型毎の個別施設計画  

１．公共施設の管理に関する基本的な視点 
 

今後の人口減少等による公共施設等の利用需要の変化など社会経済情勢の変化の中、持続

可能な自治体経営を遂行するため、「最適な提供サービスのあり方は何なのか」「財務面・品質

面・供給面のバランスはとれているのか」「ムリ・ムダ・ムラは生じていないか」といった、公共施設

等の総量を経営資源として適正にマネジメントすることを「総量管理」と定義しています。 

この「総量管理」の検討においては、総合管理計画にて示す「公共施設等の管理に関する基本

的な考え方」を基礎とした以下視点を、各年度においても共通して検討の上、決定します。 

 

（１） 安全対策の徹底 
           ◆ 公共施設は、人々が日常的に利用すると共に、災害・防災の拠点となる施設でもあること

からも、安心・安全な施設を提供することを最重要事項として取り組みます。 

      ◆ 状態把握・管理には専門的知識や技能が必要な中、保守管理業務や小規模修繕業務等を

包括的に委託する「包括施設管理業務」を導入し、優れた民間のノウハウ、効率性を活用し

た、水準の統一、保守管理の質の向上を図ります。 

 

（２） 保有総量の適正化  
◆ 公共施設等のあり方や必要性について、人口減少や人口構造の変化に伴う市民ニーズの

変化、財政状況や費用対効果などの面から総合的に検討を行い、大規模改修や建替え時等

に施設保有総量の適正化（総量管理）を図ります。 

◆ 施設の建替えにあたっては、機能を集約（ワンストップ化）し近接する施設と複合化するな

ど、機能を維持しつつ施設規模の効率化について検討することを基本とします。 

            ◆  普通財産については、施設の大規模改修や建替えなどの更新を行わないことを基本とし

ます。また、廃止した施設については、売却等により総量の削減を図るほか、売却が見込ま

れない場合は、周辺の環境や治安への影響を考慮し取り壊すことを基本とします。 

      ◆ 総量管理にあたっては、市民・利用者の声を踏まえつつ、最適な手法を検討し、必要に応じ

て柔軟に見直しを図っていきます。 

 

（３）  既存施設の有効活用  
◆ 新たな機能が必要な場合には、原則として新規施設の整備ではなく、既存施設の用途転用

や空きスペースの活用、仮設施設のリース、必要最小限の増築工事等により対応します。 

但し、市の総合的発展に資する施設の場合においては、新設を検討します。 

 

（４） ライフサイクルコストの削減と安定的な財源の確保  
◆ 施設の建設に伴い、必要となる設計・建設から維持管理・修繕、解体・処分までの総コスト

（ライフサイクルコスト）が財政に影響を与えていることを踏まえ、こうしたコストを削減する

ため、施設の建設や大規模改修等を行う際には、次のような段階ごとのコスト縮減に取り組

みます。 

・ 必要な機能に対する必要最小限の規模（整備水準）にする。 

・ 維持管理の経費が最小限となる管理しやすい施設となるような設計を行う。 

・ 省エネルギー・創エネルギー化の推進等により光熱費の節約を行う。 

・ 計画的な修繕・改修を実施することにより施設の長寿命化を図る。（予防保全型への転換） 

          ◆ 市有財産の積極的な売却や使用料や受益者負担の見直し、民間活力の導入等、様々な取

組を行い、新たな財源の確保に努めるなど、安定的な財源の確保及び経費平準化に向けた

取組を進めます。 
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（５） 民間活力の積極的な導入  
◆ 民間活力導入によって、サービスの向上やコスト削減の可能性のある施設については、導

入効果や課題、行政運営の必要性等を検討した上で、指定管理者制度の導入や民間移管な

ど、公民連携の導入を積極的に検討します。 

◆ 民間が運営することで効果的なサービスを提供できる施設については、民間による運営や

施設の譲渡等を積極的に検討し、また、機能集約等により余裕が生じた施設や廃止した施

設は、サービスの財源確保のため売却、貸付等を目指します。 

 

（６） 情報の一元化による進行管理  
◆ 市民に安心して安全に利用していただけるように、また限られた財源の中で各種取組を効

果的に進めるための基礎データとして、各施設・設備の老朽化の実情や利用・稼働状況等を

定期的に蓄積の上、一元的に把握することにより、施設の安全性や機能の確保に向けた検

討を行います。 

      

  

２．保全方針（建物の物理的使用目標年数） 

 
総量管理において、物理的に建築物を維持し続ける（使用用途（機能的価値）の検討は別）と

判断した建築物については、物理的に使用できる状態を維持する目標年数（以下「物理的使用

目標年数」という。）を定めます。 

物理的使用目標年数は、一般社団法人日本建築学会の「建築物の耐久計画に関する考え

方」における目標耐用年数の設定方法を参考に、以下の通り設定します。 

計画進行に応じ実施を予定する躯体のコンクリート中性化試験の結果等、「躯体の状態が健

全と判断された場合」には、構造躯体の標準的耐用年数以上となる 80 年ないし50年使用す

ることを目標とします。 

 

  構造種別 

法定耐用年数 
（財務省令に基づく 

経済価値的 
耐用年数） 

総合管理計画 
仮定値 

      物理的使用目標年数 

躯体の状態が 
健全な建物 

一般施設 

鉄筋コンクリート造 

鉄骨鉄筋コンクリート造 

鉄骨造 

ブロック造 

その他 

50年 

50年 

38年 

41年 

- 

60 年 

80 年 60 年 

木造 

軽量鉄骨造 

24年 

30年 
50 年 40 年 

 
総合管理計画では、公共施設更新費用試算ソフト（一般財団法人地域総合整備財団）の標準

的な更新（60 年）を行った場合の費用を示していますが、当該目標遂行によりライフサイクル

コストの低減を図ります。 
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３.施設類型毎の対策内容  
 本計画策定時点での「総合管理計画の短期的な方針（2次評価）」及び「３次評価（実施方針）」の

検討を踏まえた、対策内容を以下に示します。 

対策概算費用については、人件費や光熱水費、点検・修繕等の経常的な維持管理経費を除いた、

更新・改修等の投資的経費のみを記載しています。 

 

（※ 検証の結果、今後代わる可能性がある点はご留意ください。） 

（※ 費用については、繰越予算も含まれるため、各年度予算額と一致しない場合もあります。） 

（※ 物理的使用目標年数は、第3章２の通り、物理的に使用できる状態を維持する目標年数で

あり、当該年数まで現施設用途を維持し管理することを定めたものではありません。 

使用用途の機能・役割変化等により、目標年数前においても総量管理の為の対策を実施す

ることがあります。） 

 

（１）市民文化系施設の対策内容 

 

施設

ID 
施設名 

延床 

面積

（㎡） 

竣工

年度 

(主施

設) 

物理的

使用目

標年数 

12 

評価 

結果 

計画期間（令和 5 年度（2023 年度）から 

令和 7 年度（2025 年度））の対策内容 

対策 

概算費用

（千円） 

 ◆公民館・コミュニティ施設全般 

・包括施設管理業務等による官民連携となった、適正な建物状

態管理に努めるとともに、各地区の生涯学習やコミュニティ活

動の拠点施設としてのニーズを踏まえつつ、築年数による改修

のあり方や利用状況・稼働状況の格差是正、提供サービスに見

合う管理コストの費用対効果の検証等といった財務面・品質

面・供給面の課題に対する総量管理の検討を、継続的に行いま

す。 

1 
コミュニティふれあ

いセンター 
1,196 1983 2043 

継続

保全 

・包括施設管理業務等による適正な維持管理と併

せ、指定管理者制度を活用した費用対効果及び提供

サービスの質の向上を図ります。 

― 

2 市民センター 1,201 1986 2046 
更新

検討 

・令和 2 年度（2020 年度）に大規模改修を実施し

たことからも、今後とも包括施設管理業務等による

適正な維持管理と併せ、提供サービスの質の向上を

図ります。 

― 

3 
本町コミュニティセ

ンター 
1,327 1987 2047 

継続

保全 

・包括施設管理業務等による適正な維持管理と併

せ、指定管理者制度を活用した費用対効果及び提供

サービスの質の向上を図ります。 

― 

4 中央公民館 579 1975 2035 
継続

保全 

・包括施設管理業務等による適正な維持管理と併

せ、提供サービスの質の向上を図る一方で、築年が

相当進行していることからも、併設・周辺施設であ

る「ID33：鴻巣勤労青少年ホーム」「ID69：鴻巣児

童センター」「ID149：旧第二庁舎（建物解体

済）」と含め、施設再編の検討・実施に取り組みま

す。 

― 

5 
田間宮生涯学習セン

ター 
1,891 1999 2059 

継続

保全 

・包括施設管理業務等による適正な維持管理と併

せ、提供サービスの質の向上を図ります。 
― 

6 箕田公民館 1,861 1988 2048 
継続

保全 

・包括施設管理業務等による適正な維持管理と併

せ、提供サービスの質の向上を図ります。 
― 

7 
笠原公民館・笠原稲

穂センター 
1,811 1994 2054 

継続

保全 

・包括施設管理業務等による適正な維持管理と併

せ、提供サービスの質の向上を図ります。 
― 
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施設

ID 
施設名 

延床 

面積

（㎡） 

竣工

年度 

(主施

設) 

物理的

使用目

標年数 

12 

評価 

結果 

計画期間（令和 5 年度（2023 年度）から 

令和 7 年度（2025 年度））の対策内容 

対策 

概算費用

（千円） 

8 
常光公民館・常光放

課後児童クラブ 
1,863 1992 2052 

継続

保全 

・包括施設管理業務等による適正な維持管理と併

せ、提供サービスの質の向上を図ります。 

・また常光放課後児童クラブについては、令和 5 年

度末の「ID39:常光小学校」の廃校が決定したこと

から用途廃止を含め検討を進めます。 

― 

9 

あたご公民館・あた

ご放課後児童クラブ

本室 

2,032 1989 2049 
継続

保全 

・包括施設管理業務等による適正な維持管理と併

せ、提供サービスの質の向上を図ります。 

・放課後児童クラブについても、指定管理者制度を

活用し、適正な維持管理と提供サービスの質の向上

を図ります。 

― 

10 
吹上生涯学習センタ

ー 
2,093 2014 2074 

継続

保全 

・包括施設管理業務等による適正な維持管理と併

せ、提供サービスの質の向上を図ります。 
― 

11 
川里生涯学習センタ

ー 
1,967 2013 2073 

継続

保全 

・包括施設管理業務等による適正な維持管理と併

せ、提供サービスの質の向上を図ります。 
― 

12 
北新宿生涯学習セン

ター 
1,057 2019 2079 

継続

保全 

・包括施設管理業務等による適正な維持管理と併

せ、提供サービスの質の向上を図ります。 
― 

 ◆人権啓発施設全般 

・基本的人権を尊重し、人権問題の解決を図るため、社会教育

における人権教育及び人権啓発推進の場としての施設のため、

今後とも適正な維持に努めます。 

13 鴻巣集会所 308 2000 2040 
継続

保全 

・包括施設管理業務等による適正な維持管理と併

せ、提供サービスの質の向上を図ります。 
― 

14 
吹上ふれあいセンタ

ー 
325 2001 2061 

継続

保全 

・包括施設管理業務等による適正な維持管理と併

せ、提供サービスの質の向上を図ります。 
― 

15 
川里ふれあいセンタ

ー 
203 2005 2045 

継続

保全 

・包括施設管理業務等による適正な維持管理と併

せ、提供サービスの質の向上を図ります。 
― 

 ◆その他   

16 文化センター 7,950 2000 2060 
継続

保全 

・指定管理者制度を活用し、適正な維持管理と併

せ、費用対効果及び提供サービスの質の向上を図る

と共に、設備機器の耐用年数を考慮し、計画的な設

備更新を図ります。 

・一方で、大規模改修の必要性が近づく中で、規模

からも多額の経費も予想される中、予防保全の実施

や計画的な修繕に努めるとともに、現段階から改修

方法のあり方について継続的に検討を進めます。 

― 

17 
花と音楽の館かわさ

と 
822 2007 2047 

継続

保全 

・指定管理者制度を活用し、適正な維持管理と併

せ、費用対効果及び提供サービスの質の向上を図り

ます。 

― 

18 

市民活動センター・

市民サービスコーナ

ー・パスポートセン

ター・就労支援セン

ター・障がい者就労

支援センター 

2,145 2008 2068 
継続

保全 

・市民活動センターについては、指定管理者制度を

活用し、適正な維持管理と併せ、費用対効果及び提

供サービスの質の向上を図ります。 

・その他用途施設についても、費用対効果及び提供

サービスの質の向上を図ります。 

― 
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（２）社会教育系施設の対策内容 

 

施設

ID 
施設名 

延床 

面積

（㎡） 

竣工

年度 

(主施

設) 

物理的

使用目

標年数 

12 

評価 

結果 

計画期間（令和 5 年度（2023 年度）から 

令和 7 年度（2025 年度））の対策内容 

対策 

概算費用

（千円） 

 ◆図書館 全般 

・指定管理者制度の利点を活かすことにより、サービス向上を

図りつつ、図書館情報システム更新による電子図書館機能の拡

充など、指定管理者制度等により費用対効果を高める提供サー

ビスのあり方を、官民連携して検討・実践します。 

19 鴻巣中央図書館 1,098 2008 2068 
継続

保全 

・指定管理者制度を活用し、適正な維持管理と併

せ、費用対効果及び提供サービスの質の向上を図り

ます。 

― 

20 吹上図書館 803 2013 2073 
継続

保全 

・指定管理者制度を活用し、適正な維持管理と併

せ、費用対効果及び提供サービスの質の向上を図り

ます。 

― 

21 川里図書館 1,010 1993 2053 
利用

検討 

・指定管理者制度を活用し、適正な維持管理と併

せ、費用対効果及び提供サービスの質の向上を図り

ます。 

・「川里図書館」を含めた川里ふるさと館は、大規

模改修の基準となる 30 年を迎えることや、隣接す

る川里中学校を含めた小中一貫教育校の新設に伴う

施設の複合化など、川里ふるさと館全体の施設のあ

り方について検討を進めます。 

― 

 ◆その他  

22 文化財整理収蔵室 489 1990 2050 
利用

検討 

・市民利用が無い施設の為、包括施設管理業務等に

よる資料保存のための適正な状態管理に努める一方

で、劣化状況により大規模改修等を余儀なくされる

場合には、施設のあり方を検討します。 

― 

23 映画館 4,757 2008 2068 
継続

保全 

・近隣市町を含めた集客を見込む安定的経営が求め

られる一方、より多くの市民に利用される文化振興

の中核施設となるよう、指定管理者制度等により費

用対効果を高める提供サービスのあり方を、官民連

携して検討・実践します 

― 

24 
コウノトリ野生復帰

センター 
297 2020 2080 

継続

保全 

・包括施設管理業務等による適正な維持管理と併

せ、コウノトリをシンボルとした「人にも生きもの

にもやさしいコウノトリの里 こうのす」の実現に

向けて、積極的・効果的な利用促進を図ります。 

― 
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（３）スポーツ・レクリエーション系施設（観光施設含む）の対策内容 

 

施設

ID 
施設名 

延床 

面積

（㎡） 

竣工

年度 

(主施

設) 

物理的

使用目

標年数 

12 

評価 

結果 

計画期間（令和 5 年度（2023 年度）から 

令和 7 年度（2025 年度））の対策内容 

対策 

概算費用

（千円） 

◆屋内体育施設 全般 

・屋内体育施設については、公民館・生涯学習センターの体育

室や、小・中学校の体育施設開放事業も含め、概ね適正な規模

に整備されていることからも、今後とも適正な維持管理に努め

るとともに、指定管理者制度等より費用対効果の高い提供サー

ビスのあり方を、官民連携して検討・実践します。 

25 総合体育館 6,670 1982 2042 
継続

保全 

・指定管理者制度を活用し、適正な維持管理と併

せ、費用対効果及び提供サービスの質の向上を図り

ます。 

― 

26 

コスモスアリーナふ

きあげ・吹上勤労青

少年ホーム 

6,228 2002 2062 
利用

検討 

・指定管理者制度を活用し、適正な維持管理と併

せ、費用対効果及び提供サービスの質の向上を図り

ます。 

・併設する「吹上勤労青少年ホーム」については、

設置目的である働く青少年の福祉の増進のための利

用が低迷している実情や、代替機能の充実化等の理

由により、令和 5 年度末をもって施設用途は廃止の

上、その後は「コスモスアリーナふきあげ」の施設

として管理します。 

― 

 ◆その他  

27 産業観光館 655 2011 2051 
継続

保全 

・指定管理者制度を活用し、適正な維持管理と併

せ、観光振興の核拠点として、より費用対効果の高

い提供サービスのあり方を継続的に検討・実践しま

す。 

― 

28 市民農園 173 2005 2045 
利用

検討 

・農業に対する理解を深めることのできる憩いの場

として、適正な維持管理と併せ、利用者獲得策や使

用料金の見直し等も併せた経営改善も検討を進めま

す。 

― 

29 
人形のふるさと化粧

室(閉鎖中) 
14 1997 2037 

利用

検討 

・閉鎖中の建物であり維持管理経費の支出もありま

せんが、周辺環境に悪影響を及ぼさないよう適正管

理の上、土地利活用策を検討します。 

― 

30 
ふるさと総合緑道休

憩施設 
246 2006 2066 

利用

検討 

・ふるさと総合緑道利用者の休憩拠点として、適正

な維持管理と併せ、更なる利活用促進策を検討・実

践します。 

― 

31 にぎわい交流館 336 1991 2051 
継続

保全 

・設置目的たる「地域食材を活用した商品の開発、

提供等を通じた、産業の振興及び人々の交流の促

進」を目指すべく、指定管理者制度を活用し、適正

な維持管理と併せ、官民連携での賑わい獲得策を検

討・実践します。 

― 
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（４）産業系施設の対策内容 

 

施設

ID 
施設名 

延床 

面積

（㎡） 

竣工

年度 

(主施

設) 

物理的

使用目

標年数 

12 

評価 

結果 

計画期間（令和 5 年度（2023 年度）から 

令和 7 年度（2025 年度））の対策内容 

対策 

概算費用

（千円） 

32 
川里農業研修センタ

ー 
1,928 1983 2043 

利用

検討 

・設置目的たる「農業経営の技術開発」の利用は低

迷しているものの、「地域連帯感の醸成」に資する

貸館施設としての利用や、かわさとフェスティバル

の会場等、地域の拠点施設としてのニーズもあるこ

とから、当面の間は指定管理者制度を活用した、適

正な建物状態の把握と応急処置・修繕に努める一方

で、農業研修センターのあり方、地域の拠点施設と

しての機能等の代替性、総量管理の視点などを踏ま

えて、改修の是非等を検討します。 

― 

33 
鴻巣勤労青少年ホー

ム 
669 1975 2035 

利用

検討 

・設置目的である働く青少年の福祉の増進のための

利用が低迷している実情や、代替機能の充実化等の

理由により、令和 5 年度末をもって施設用途は廃止

の上、その後は「ID4：中央公民館」の施設として

管理します。 

― 
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（５）学校教育系施設の対策内容 

 

施設

ID 
施設名 

延床 

面積

（㎡） 

竣工

年度 

(主施

設) 

物理的

使用目

標年数 

12 

評価 

結果 

計画期間（令和 5 年度（2023 年度）から 

令和 7 年度（2025 年度））の対策内容 

対策 

概算費用

（千円） 

 ◆小・中学校全般 

・全国的な少子化の影響により、本市全体としても、児童・生

徒数については減少が見込まれる中で、35 人学級への対応や

ICT 環境の活用、算数の授業などにおいて実施されている習熟

度別の学習など、少人数によるきめ細かな指導体制の整備を進

め、個に応じた指導を充実させていくことが求められているこ

とから、以下に基づく対応を行います。 

①現在保有している校舎等については、余裕教室を他の用途

へ転用するなど、学校用途に限定しない広い視点での有効

活用を図り、床面積の縮減を検討します。 

②小中学校の教育環境の整備・教育の充実のために、平成

26 年度(2014 年度)に策定した「鴻巣市立小・中学校の適

正規模・適正配置に関する基本的な考え方」に基づいた小

中学校の再編検討を進めます。 

③小中学校の校舎等は、長寿命化の観点から、不具合が発生

してからの「事後保全」でなく、長期的な視点による定期

点検の実施や計画的な修繕を行う「予防保全」への転換を

目指し、令和４年度(2022 年度)から開始した公共施設の

「包括施設管理業務委託」等により、官民連携による安全

性の確保を実践します。 

・検討期間における各校については、適正な施設管理に努める

とともに、衛生的で快適な学習環境の提供を目的とした、屋上

防水・洋式トイレの改修等を計画的に進めていきます。 

34 

鴻巣東小学校・鴻巣

放課後児童クラブ分

室 

8,973 1982 2042 
利用

検討 

・包括施設管理業務等による適正な教育環境の維持 

管理に努めます。 

・放課後児童クラブについても、指定管理者制度を

活用し、適正な維持管理と提供サービスの質の向上

を図ります。 

― 

35 鴻巣南小学校 6,240 1970 2030 
利用

検討 

・包括施設管理業務等による適正な教育環境の維持

管理に努めるとともに、令和7年度（2025年度）に

プール塗装等の改修工事を予定します。 

34,000  

36 

馬室小学校・馬室放

課後児童クラブ小学

校内分室 

5,463 1982 2042 
利用

検討 

・包括施設管理業務等による適正な教育環境の維持

管理に努めるとともに、令和8年度（2026年度）実

施に向けたトイレの洋式化及び床の乾式化の設計を

予定します. 

・放課後児童クラブについても、適正な維持管理と

提供サービスの質の向上を図ります。 

4,000 

37 田間宮小学校 7,335 1978 2038 
利用

検討 

・包括施設管理業務等による適正な教育環境の維持

管理に努めます。 
― 

38 箕田小学校 7,227 1982 2042 
利用

検討 

・包括施設管理業務等による適正な教育環境の維持

管理に努めるとともに、令和５年度（2023年度）に

管理・特別・普通教室棟の屋上防水改修工事を実施

します。 

74,600  

39 常光小学校 4,739 1987 2047 
利用

検討 

・児童数の減少により多様な学習活動や集団活動の

展開が困難となることが想定される中、教育格差を

少なくする教育環境の整備を目的とし、令和５年度

（2023 年度）末の閉校をもって学校としての利用

を停止します。 

・小学校跡地利用について、令和 5 年度（2023 年

度）に活用方針を検討します。 

― 
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施設

ID 
施設名 

延床 

面積

（㎡） 

竣工

年度 

(主施

設) 

物理的

使用目

標年数 

12 

評価 

結果 

計画期間（令和 5 年度（2023 年度）から 

令和 7 年度（2025 年度））の対策内容 

対策 

概算費用

（千円） 

40 

鴻巣北小学校・神明

放課後児童クラブ小

学校内分室 

7,394 1972 2032 
利用

検討 

・包括施設管理業務等による適正な教育環境の維持

管理に努めるとともに、令和7年度（2025年度）に

プール塗装等の改修工事を予定します。 

・放課後児童クラブについても、指定管理者制度を

活用し、適正な維持管理と提供サービスの質の向上

を図ります。 

34,000 

41 

松原小学校・あたご

放課後児童クラブ分

室 

7,826 1977 2037 
利用

検討 

・包括施設管理業務等による適正な教育環境の維持

管理に努めるとともに、令和５～６年（2023~2024

年度）に普通教室棟の屋上防水改修工事を実施しま

す。 

・放課後児童クラブについても、指定管理者制度を

活用し、適正な維持管理と提供サービスの質の向上

を図ります。 

184,400  

42 赤見台第一小学校 6,640 1981 2041 
利用

検討 

・包括施設管理業務等による適正な教育環境の維持

管理に努めるとともに、令和５年度（2023年度）

に、管理・普通教室棟のトイレの洋式化及び床の乾

式化工事及びプール塗装等の改修工事を実施しま

す。 

107,000 

43 

赤見台第二小学校・

赤見台第２放課後児

童クラブ分室 

8,101 1986 2046 
利用

検討 

・包括施設管理業務等による適正な教育環境の維持

管理に努めるとともに、令和7年度（2025年度）

に、管理・普通教室棟のトイレの洋式化及び床の乾

式化工事を予定します。 

・また、令和8年度（2026年度）実施に向けた屋上

防水改修の設計検討を予定します。 

・放課後児童クラブについても、指定管理者制度を

活用し、適正な維持管理と提供サービスの質の向上

を図ります。 

82,000 

44 

鴻巣中央小学校・中

央放課後児童クラブ

小学校内分室 

8,078 1993 2053 
利用

検討 

・包括施設管理業務等による適正な教育環境の維持

管理に努めるとともに、令和５年度（2023年度）

に、特別・普通教室棟の屋上防水補修工事を実施し

ます。 

・放課後児童クラブについても、指定管理者制度を

活用し、適正な維持管理と提供サービスの質の向上

を図ります。 

11,300 

45 吹上小学校 8,573 2014 2074 
利用

検討 

・包括施設管理業務等による適正な教育環境の維持

管理に努めるとともに、令和8年度（2026年度）実

施に向けたプール塗装等の改修設計検討を予定しま

す. 

2,500  

46 小谷小学校 4,897 1991 2051 
利用

検討 

・児童数の減少により多様な学習活動や集団活動の

展開が困難となることが想定される中、教育格差を

少なくする教育環境の整備を目的とし、令和9年度

（2027年度）までに、隣接する「ID38箕田小学

校」「ID43: 赤見台第二小学校・赤見台第２放課後

児童クラブ分室」「ID45:吹上小学校」を含めた通

学区域の見直し及び再編統合について検討します。 

・通学区域の見直し及び再編統合までの間について

は、包括施設管理業務等による適正な教育環境の維

持管理に努めます 

― 

47 下忍小学校 6,277 1989 2049 
利用

検討 

・包括施設管理業務等による適正な教育環境の維持

管理に努めるとともに、令和6年度（2024年度）に

プール塗装等の改修工事を予定します。 

33,896  
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施設

ID 
施設名 

延床 

面積

（㎡） 

竣工

年度 

(主施

設) 

物理的

使用目

標年数 

12 

評価 

結果 

計画期間（令和 5 年度（2023 年度）から 

令和 7 年度（2025 年度））の対策内容 

対策 

概算費用

（千円） 

48 
大芦小学校・大芦放

課後児童クラブ 
7,560 1980 2040 

利用

検討 

・児童数の減少により多様な学習活動や集団活動の

展開が困難となることが想定される中、教育格差を

少なくする教育環境の整備を目的とし、令和9年度

（2027年度）までに、「ID45:吹上小学校」への再

編統合をすすめます。 

・また、大芦放課後児童クラブについても、大芦小

学校の再編統合と併せた検討を行います。 

・再編統合までの間については、包括施設管理業務

等による適正な教育環境の維持管理に努めます。 

 放課後児童クラブについても、指定管理者制度を

活用し、適正な維持管理と提供サービスの質の向上

を図ります。 

― 

49 屈巣小学校 3,919 1980 2040 
利用

検討 

・教育環境における様々な課題への対応と、教育効

果の向上を図ることを目的とし、「ID48:屈巣小学

校」「ID49:共和小学校」「ID:50:広田小学校」につ

いては、「ID59:川里中学校」を含めた小中一貫校

または、義務教育学校の新設による、再編統合に向

けた検討（令和10年度（2028年度）予定）を進めま

す。（関連予算は川里中学校に一括計上） 

・再編統合までの間については、包括施設管理業務

等による適正な教育環境の維持管理に努めます。 

― 

50 共和小学校 3,798 1983 2043 
利用

検討 

・教育環境における様々な課題への対応と、教育効

果の向上を図ることを目的とし「ID48:屈巣小学

校」「ID49:共和小学校」「ID:50:広田小学校」につ

いては、「ID59:川里中学校」を含めた小中一貫校

または、義務教育学校の新設による、再編統合に向

けた検討（令和10年度（2028年度）予定）を進めま

す。（関連予算は川里中学校に一括計上） 

・再編統合までの間については、包括施設管理業務

等による適正な教育環境の維持管理に努めます。 

― 

51 広田小学校 3,880 1981 2041 
利用

検討 

・教育環境における様々な課題への対応と、教育効

果の向上を図ることを目的とし「ID48:屈巣小学

校」「ID49:共和小学校」「ID:50:広田小学校」につ

いては、「ID59:川里中学校」を含めた小中一貫校

または、義務教育学校の新設による、再編統合に向

けた検討（令和10年度（2028年度）予定）を進めま

す。（関連予算は川里中学校に一括計上） 

・再編統合までの間については、包括施設管理業務

等による適正な教育環境の維持管理に努めるととも

に、普通教室の不足に対応し、令和5年度（2023年

度）仮設教室の建設（令和5年度(2023年度)～令和

10年度（2028年度）までのリース契約）を実施しま

す。 

41,844 

52 鴻巣中学校 9,894 1978 2038 
利用

検討 

・包括施設管理業務等による適正な教育環境の維持

管理に努めます。 
― 

53 鴻巣北中学校 10,198 1974 2034 
利用

検討 

・包括施設管理業務等による適正な教育環境の維持

管理に努めるとともに、令和５年度（2023年度）に

管理・特別教室棟にてトイレの洋式化及び床の乾式

化工事を実施します。 

81,400 
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施設

ID 
施設名 

延床 

面積

（㎡） 

竣工

年度 

(主施

設) 

物理的

使用目

標年数 

12 

評価 

結果 

計画期間（令和 5 年度（2023 年度）から 

令和 7 年度（2025 年度））の対策内容 

対策 

概算費用

（千円） 

54 鴻巣西中学校 9,770 1980 2040 
利用

検討 

・包括施設管理業務等による適正な教育環境の維持

管理に努めるとともに、上尾道路整備事業に伴う支

障物件の再整備工事（令和6~7年度（2024~2025年

度））を予定します。 

322,060 

55 鴻巣南中学校 9,112 1983 2043 
利用

検討 

・包括施設管理業務等による適正な教育環境の維持

管理に努めるとともに、令和8年度（2026年度）実

施に向けたトイレの洋式化及び床の乾式化の設計検

討を予定します. 

6,000  

56 赤見台中学校 10,279 1985 2045 
利用

検討 

・包括施設管理業務等による適正な教育環境の維持

管理に努めるとともに、令和７年度（2025年度）に

トイレの洋式化及び床の乾式化工事を予定します。 

90,000  

57 吹上中学校 8,564 1976 2036 
利用

検討 

・包括施設管理業務等による適正な教育環境の維持

管理に努めます。 
― 

58 吹上北中学校 8,617 1982 2042 
利用

検討 

・包括施設管理業務等による適正な教育環境の維持

管理に努めるとともに、令和7年度（2025年度）

に、不足する駐輪場の増設工事を予定します。 

6,800 

59 川里中学校 7,428 1985 2045 
利用

検討 

・教育環境における様々な課題への対応と、教育効

果の向上を図ることを目的とし「ID48:屈巣小学

校」「ID49:共和小学校」「ID:50:広田小学校」と、

「ID59:川里中学校」は、小中一貫校または義務教

育学校の新設による、再編統合に向けた検討（令和

10年度（2028年度）予定）を進めます。（関連予算

は川里中学校に一括計上） 

・令和6年度（2024年度）には、当該新設校の設計

業務を行います。 

・再編統合までの間については、包括施設管理業務

等による適正な教育環境の維持管理に努めます。 

300,000  

 ◆その他  

60 教育支援センター 1,140 1993 2053 
利用

検討 

・「教育支援センター」へのニーズは、近年特に高

まっている実情からも、今後とも適正な建物状態管

理を行い、必要な支援環境の確保を図ります。 

・「教育支援センター」を含めた川里ふるさと館

は、大規模改修の基準となる 30 年を迎えること

や、隣接する川里中学校を含めた小中一貫教育校の

新設に伴う施設の複合化を踏まえ、川里ふるさと館

全体の施設のあり方について検討を進めます。 

― 

61 中学校給食センター 2,598 2020 2080 
継続

保全 

・学校給食衛生管理基準への対応を踏まえ令和２年

度に新築した「中学校給食センター」は、今後とも

長きに渡り使用できるよう、包括施設管理業務等を

通じ、適正な維持管理に努めます。 

― 
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（６）子育て支援施設の対策内容 

 

施設

ID 
施設名 

延床 

面積

（㎡） 

竣工

年度 

(主施

設) 

物理的

使用目

標年数 

12 

評価 

結果 

計画期間（令和 5 年度（2023 年度）から 

令和 7 年度（2025 年度））の対策内容 

対策 

概算費用

（千円） 

 ◆保育所全般 

・公立保育所の整備・運営については、築年数 30 年以上が経

過し、建物設備を中心に老朽化が著しい鎌塚保育所・吹上富士

見保育所を廃止し、整備予定である（仮称）吹上コスモス保育

園等に統合することで適正化を図るとともに、少子化により縮

小していくことが見込まれる保育需要を見据え、公立保育所が

担うべき役割を維持しながら、適正維持・廃止・統合・民営化

等を含めたあらゆる可能性について具体的に検討します。 

62 鴻巣保育所 1,035 1992 2052 
継続

保全 

・包括施設管理業務等による適正な維持管理と併

せ、提供サービスの質の向上を図ります。 
― 

63 馬室保育所 983 1999 2059 
利用

検討 

・包括施設管理業務等による適正な維持管理と併

せ、提供サービスの質の向上を図ります。 
― 

64 生出塚保育所 1,126 2001 2061 
継続

保全 

・包括施設管理業務等による適正な維持管理と併

せ、提供サービスの質の向上を図ります。 
― 

65 登戸保育所 900 1997 2057 
利用

検討 

・包括施設管理業務等による適正な維持管理と併

せ、提供サービスの質の向上を図ります。 
― 

66 鎌塚保育所 667 1974 2034 
利用

検討 

・包括施設管理業務等による適正な維持管理と併

せ、提供サービスの質の向上を図るとともに、設備

老朽化が著しいことから、（仮称）吹上コスモス保

育園等への統合検討を進めます。 

― 

67 吹上富士見保育所 725 1981 2041 
利用

検討 

・包括施設管理業務等による適正な維持管理と併

せ、提供サービスの質の向上を図るとともに、設備

老朽化が著しいことから、（仮称）吹上コスモス保

育園等への統合検討を進めます。 

― 

68 川里ひまわり保育園 2,393 2001 2061 
利用

検討 

・包括施設管理業務等による適正な維持管理と併

せ、提供サービスの質の向上を図ります。 
― 

 ◆児童センター全般 

・「吹上」「川里」「北新宿」の各児童センターを除き、大規

模改修または更新を検討する時期を迎えている中、包括施設管

理業務による官民が連携した適正な建物状態管理に努めるとと

もに、ニーズを踏まえつつ、改修のあり方の検討を進めます。 

69 鴻巣児童センター 1,234 1978 2038 
継続

保全 

・包括施設管理業務等による適正な維持管理と併

せ、提供サービスの質の向上を図る一方で、築年が

相当進行していることからも、併設・周辺施設であ

る「ID4：中央公民館」「ID33：鴻巣勤労青少年ホ

ーム」「ID149：旧第二庁舎（建物解体済）」と含

め、施設再編の検討・実施に取り組みます。 

― 

70 

箕田児童センター・

赤見台第１放課後児

童クラブ 

739 1988 2048 
継続

保全 

・包括施設管理業務等による適正な維持管理と併

せ、提供サービスの質の向上を図ります。 

・放課後児童クラブについても、指定管理者制度を

活用し、適正な維持管理と提供サービスの質の向上

を図ります。 

― 

71 あたご児童センター 808 1989 2049 
継続

保全 

・包括施設管理業務等による適正な維持管理と併

せ、提供サービスの質の向上を図ります。 
― 

72 常光児童センター 345 1992 2052 
継続

保全 

・包括施設管理業務等による適正な維持管理と併

せ、提供サービスの質の向上を図ります。 
― 

73 笠原児童センター 397 1994 2054 
継続

保全 

・包括施設管理業務等による適正な維持管理と併

せ、提供サービスの質の向上を図ります。 
― 
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施設
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施設名 

延床 

面積

（㎡） 

竣工

年度 
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設) 
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評価 
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計画期間（令和 5 年度（2023 年度）から 
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対策 
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（千円） 

74 田間宮児童センター 313 1999 2059 
継続

保全 

・包括施設管理業務等による適正な維持管理と併

せ、提供サービスの質の向上を図ります。 
― 

75 吹上児童センター 527 2014 2074 
継続

保全 

・包括施設管理業務等による適正な維持管理と併

せ、提供サービスの質の向上を図ります。 
― 

76 川里児童センター 405 2013 2073 
継続

保全 

・包括施設管理業務等による適正な維持管理と併

せ、提供サービスの質の向上を図ります。 
― 

77 北新宿児童センター 464 2019 2079 
継続

保全 

・包括施設管理業務等による適正な維持管理と併

せ、提供サービスの質の向上を図ります。 
― 

◆放課後児童クラブ全般 

・放課後児童クラブは築年数が経過している施設が多い状態で

すが、施設によっては入所希望者が増加しており増設も必要な

状況です。そのため、放課後の子どもの安心・安全のため、適

正な建物管理に努めるとともに、一部の放課後児童クラブの例

のように、小学校の余裕教室の施設・敷地の活用を推進しま

す。また民間事業者によるクラブ開設の支援も行い、質と量の

向上を果たしていきます。 

・さらに、「鴻巣市立小・中学校の適正規模・適正配置に関す

る基本的な考え方」に基づいた小学校の再編検討の結果を踏ま

えて、放課後児童クラブの方針を検討していきます。 

78 

共和こども交流の

家・共和放課後児童

クラブ 

501 1979 2019 
用途

廃止 

・指定管理者制度を活用し、適正な維持管理と提供

サービスの質の向上を図るとともに、「ID50：共和

小学校」の再編統合と併せた検討を行います 

― 

79 
鴻巣放課後児童クラ

ブ本室 
151 1991 2051 

継続

保全 

・指定管理者制度を活用し、適正な維持管理と提供

サービスの質の向上を図ります。 
― 

80 
神明放課後児童クラ

ブ本室 
182 1992 2052 

継続

保全 

・指定管理者制度を活用し、適正な維持管理と提供

サービスの質の向上を図ります。 
― 

81 
中央放課後児童クラ

ブ本室 
197 1993 2053 

継続

保全 

・指定管理者制度を活用し、適正な維持管理と提供

サービスの質の向上を図ります。 
― 

82 
赤見台第２放課後児

童クラブ本室 
149 1996 2036 

継続

保全 

・指定管理者制度を活用し、適正な維持管理と提供

サービスの質の向上を図ります。 
― 

83 南放課後児童クラブ 128 1997 2037 
継続

保全 

・指定管理者制度を活用し、適正な維持管理と提供

サービスの質の向上を図ります。 
― 

84 
田間宮放課後児童ク

ラブ 
286 1999 2039 

利用

検討 

・適正な維持管理と提供サービスの質の向上を図り

ます。 
― 

85 
馬室放課後児童クラ

ブ本室 
171 2000 2040 

利用

検討 

・適正な維持管理と提供サービスの質の向上を図り

ます。 
― 

86 
箕田放課後児童クラ

ブ 
286 2000 2040 

利用

検討 

・指定管理者制度を活用し、適正な維持管理と提供

サービスの質の向上を図ります。 
― 

87 
吹上放課後児童クラ

ブ 
312 2013 2073 

継続

保全 

・指定管理者制度を活用し、適正な維持管理と提供

サービスの質の向上を図ります。 
― 

88 
下忍放課後児童クラ

ブ 
237 2012 2072 

継続

保全 

・指定管理者制度を活用し、適正な維持管理と提供

サービスの質の向上を図ります。 
― 

89 
屈巣放課後児童クラ

ブ 
559 1978 2018 

継続

保全 

・指定管理者制度を活用し、適正な維持管理と提供

サービスの質の向上を図るとともに、「ID49：屈巣

小学校」の再編統合と併せた検討を行います 

― 

90 
広田放課後児童クラ

ブ 
559 1977 2017 

継続

保全 

・指定管理者制度を活用し、適正な維持管理と提供

サービスの質の向上を図るとともに、「ID51：広田

小学校」の再編統合と併せた検討を行います。 

― 
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施設

ID 
施設名 

延床 

面積

（㎡） 

竣工

年度 

(主施

設) 

物理的

使用目

標年数 

12 

評価 

結果 

計画期間（令和 5 年度（2023 年度）から 

令和 7 年度（2025 年度））の対策内容 

対策 

概算費用

（千円） 

 ◆その他  

91 

パントリーくすくす

（旧屈巣学童保育

室） 

62 1992 2032 
利用

検討 

・令和２年度（2020 年度）より、倉庫利用してい

た施設を活用し、市内こども食堂支援のための、食

材等の分配・仕分けを行う保管場所として運用を開

始した「パントリーくすくす（旧屈巣学童保育

室）」は、今後とも安定的・継続的支援が可能とな

るよう、包括施設管理業務による官民が連携した適

正な状態管理を行います。 

― 
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（７）保健・福祉施設の対策内容 
 

施設

ID 
施設名 

延床 

面積

（㎡） 

竣工

年度 

(主施

設) 

物理的

使用目

標年数 

12 

評価 

結果 

計画期間（令和 5 年度（2023 年度）から 

令和 7 年度（2025 年度））の対策内容 

対策 

概算費用

（千円） 

◆高齢者福祉施設 

・高齢者福祉センターの３館については、特に温浴施設を中心

とする設備老朽化が進んでいるとともに、利用者の減少、固定

化、施設収益性等の課題があるため、総量管理の観点を前提と

しつつ、高齢者に魅力のある施設としてのあり方を検討しま

す。 

92 
高齢者福祉センター

白雲荘 
1,382 1980 2040 

更新

検討 

・指定管理者制度及び包括施設管理業務による維持

管理と併せ、費用対効果及び提供サービスの質の向

上を図ります。 

・また、令和 5 年度（2023 年度）には、老朽化し

た高圧受電設備の更新工事を実施します。 

15,827 

93 
高齢者福祉センター

コスモスの家 
746 1977 2037 

利用

検討 

・指定管理者制度及び包括施設管理業務による維持

管理と併せ、費用対効果及び提供サービスの質の向

上を図ります。 

― 

94 
高齢者福祉センター

ひまわり荘 
453 1993 2053 

利用

検討 

・指定管理者制度及び包括施設管理業務による維持

管理と併せ、費用対効果及び提供サービスの質の向

上を図ります。 

・「高齢者福祉センターひまわり荘」を含めた川里

ふるさと館は、大規模改修の基準となる 30 年を迎

えることや、隣接する川里中学校を含めた小中一貫

教育校の新設に伴う施設の複合化などを踏まえ、川

里ふるさと館全体の施設のあり方について検討を進

めます。 

― 

 ◆その他 高齢者福祉関連施設  

95 川里創作館 341 1976 2016 
用途

廃止 

・施設老朽化も著しい中、稼働率の減少傾向も踏ま

え、令和 5 年（2023 年）5 月末をもって用途廃止し

ます。 

・跡地については、市道川 6 号線（通称：茜通り）

延伸計画予定地を含むことから、当該計画の進捗に

応じた対応を含め、その活用を検討します。 

― 

96 

鴻巣シルバー人材セ

ンター吹上事務所 

（借上物件） 

571 1998 2058 
利用

検討 

・適正管理に努める一方、更新検討する時期も近づ

いている中で、併設する「ID130：吹上富士見書

庫」と併せ、所有者及びシルバー人材センターと調

整の上、施設更新のあり方を検討します。 

― 

 ◆障がい者（児）支援施設 全般 

・築年数（平均）が 20 年を経過しており、設備関係に不具合

が生じている施設もある中、障害者総合支援法施行以降、民間

の事業者も増加傾向にあることや、近年の利用者数の減少傾向

からも、今後の民間事業者の利用状況を見据えた上で、一部施

設の統合の検討を進めます。 

97 あしたば第一作業所 445 1991 2051 
継続

保全 

・指定管理者制度及び包括施設管理業務により、適

正な維持管理と併せ、費用対効果及び提供サービス

の質の向上を図ります。 

・一方、「ID99：川里ポプラ館」と併せ「ID104：

鴻巣市総合福祉センター」への移転・統合の検討を

進めます。 

250 

98 あしたば第二作業所 491 1996 2056 
継続

保全 

・指定管理者制度及び包括施設管理業務により、適

正な維持管理と併せ、費用対効果及び提供サービス

の質の向上を図ります。 

― 



29  

施設

ID 
施設名 

延床 

面積

（㎡） 

竣工

年度 

(主施

設) 

物理的

使用目

標年数 

12 

評価 

結果 

計画期間（令和 5 年度（2023 年度）から 

令和 7 年度（2025 年度））の対策内容 

対策 

概算費用

（千円） 

99 川里ポプラ館 442 1995 2035 
利用

検討 

・指定管理者制度及び包括施設管理業務により、適

正な維持管理と併せ、費用対効果及び提供サービス

の質の向上を図ります。 

・一方、「ID97：あしたば第一作業所」と併せ

「ID104：鴻巣市総合福祉センター」への移転・統

合の検討を進めます。 

250 

100 つつみ学園 414 1975 2035 
更新

検討 

・築 40 年を超えるとともに設備関係・利用環境に

も不具合が増加する一方で、近年公営提供サービス

を求める需要が増加傾向にあり、施設規模の充実化

が求められている側面もあります。そのため、民間

提供サービスの状況等や、複合化等による現在地以

外での運用可能性等も検討の上、早期に対策案を決

定し実現を目指します。 

― 

101 
こどもデイサービス

センター 
548 2014 2074 

利用

検討 

・指定管理者制度を活用し、適正な維持管理と併

せ、費用対効果及び提供サービスの質の向上を図り

ます。 

― 

◆保健センター全般 

・保健行政の拠点施設ですが、施設の老朽化や配置状況等を踏

まえ、施設のあり方について見直しを行うとともに、健（検）

診等の実施については、他の公共施設を活用すること等によ

り、総量管理と行政サービス維持の両立を図ります。 

102 鴻巣保健センター 984 1981 2041 
更新

検討 

・包括施設管理業務等による適正な維持管理と併

せ、提供サービスの質の向上を図ります。 
― 

103 吹上保健センター 798 1986 2046 
継続

保全 

・包括施設管理業務等による適正な維持管理と併

せ、提供サービスの質の向上を図るとともに、設備

老朽化の実情を考慮しつつ、他施設との複合化に向

けた具体的な検討と実現を目指します。 

― 

 ◆福祉センター全般 

・市民の自主的な社会福祉活動の推進・支援の場として、近

年、特に機能・役割の重要性が高まっていることからも、今後

とも適正な維持管理と提供サービスの質の向上に努めます。 

104 
鴻巣市総合福祉セン

ター 
3,733 1995 2055 

利用

検討 

・令和元年度(2019 年度)に大規模改修を実施したこ

ともあり建物状態は良好なため、包括施設管理業務

等による適正な維持管理と併せ、提供サービスの質

の向上を図るとともに、一部スペースに余剰空間も

存在していることからも、複合化等の検討を進め、

更なる活用を実行します。 

― 

105 
吹上福祉活動センタ

ー・吹上太陽の家 
829 1994 2054 

継続

保全 

・施設状態も概ね良好であり、地域活動拠点として

の需要もある中、包括施設管理業務等による適正な

維持管理に努めます。 

― 
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（８）行政系施設の対策内容 
 

施設

ID 
施設名 

延床 

面積

（㎡） 

竣工

年度 

(主施

設) 

物理的

使用目

標年数 

12 

評価 

結果 

計画期間（令和 5 年度（2023 年度）から 

令和 7 年度（2025 年度））の対策内容 

対策 

概算費用

（千円） 

◆庁舎全般 
・総合的役割を担う施設であり、施設用途の維持を前提とした

管理を行います。 

106 市庁舎 11,337 1974 2034 
利用

検討 

・包括施設管理業務等による適正な維持管理と併

せ、同じ敷地内に築年数 40 年前後の建物もある

中、敷地の有効利用上の課題も含めて、これらの建

物の集約化や廃止等の検討を行います。 

― 

107 吹上支所 1,371 2012 2072 
利用

検討 

・包括施設管理業務等による適正な維持管理と併

せ、提供サービスの質の向上を図ります。 
― 

108 川里支所 566 2013 2073 
継続

保全 

・包括施設管理業務等による適正な維持管理と併

せ、提供サービスの質の向上を図ります。 
― 

  

◆消防団器具置場全般 

  

・消防分団の広域化により、必要な消防団員数を確保し、消防

力の強化と維持することを目的として定める「鴻巣市消防団再

編計画」に基づき、令和４年度(2022 年度)より 20 分団体制か

ら 17 分団体制に再編し、令和６年度(2024 年度)からは更に 15

分団体制に移行を予定しています。 

当該再編計画と連動し、目的を果たした旧器具置場について

は、適宜普通財産として有効活用策を検討するとともに、継続

して活用する器具置場については「包括施設管理業務委託」等

により、官民連携による安全性の確保に努めます。 

109 
消防団第１分団消防

器具置場 
90 1995 2055 

継続

保全 

・包括施設管理業務等による適正な維持管理に努め

ます。 
― 

110 
消防団第２分団消防

器具置場 
155 1977 2037 

更新

検討 

・包括施設管理業務等による適正な維持管理に努め

るともに、令和５年度末に予定する第1分団との統

合及び令和６年度末に予定する施設利用停止に向け

た準備を進めます。 

― 

111 
旧消防団第３分団消

防器具置場 
73 1991 2031 

継続

保全 

・令和4年度末をもって分団統合作業が完了したこ

とから、包括施設管理業務等による維持管理に努め

つつ、当該地の跡地活用方策について検討を進めま

す。 

― 

112 
消防団第３分団消防

器具置場 
100 2015 2075 

継続

保全 

・包括施設管理業務等による適正な維持管理に努め

ます 
― 

113 
消防団第５分団消防

器具置場 
100 1999 2039 

利用

検討 

・包括施設管理業務等による適正な維持管理に努め

ます 
― 

114 
消防団第６分団消防

器具置場 
112 1991 2031 

利用

検討 

・包括施設管理業務等による適正な維持管理に努め

ます 
― 

115 
消防団第７分団消防

器具置場 
100 2002 2062 

継続

保全 

・包括施設管理業務等による適正な維持管理に努め

ます 
― 

116 
消防団第８分団消防

器具置場 
82 1996 2036 

利用

検討 

・包括施設管理業務等による適正な維持管理に努め

ます 
― 

117 
消防団第９分団消防

器具置場 
100 2003 2063 

継続

保全 

・包括施設管理業務等による適正な維持管理に努め

ます 
― 

118 
消防団第１０分団消

防器具置場 
83 1996 2056 

利用

検討 

・包括施設管理業務等による適正な維持管理に努め

ます 
― 

119 
消防団第１１分団消

防器具置場 
93 1999 2059 

利用

検討 

・包括施設管理業務等による適正な維持管理に努め

ます 
― 

120 
消防団第１２分団消

防器具置場 
93 1997 2057 

継続

保全 

・包括施設管理業務等による適正な維持管理に努め

ます 
― 

121 
消防団第１３分団消

防器具置場 
128 1984 2044 

利用

検討 

・包括施設管理業務等による適正な維持管理に努め

ます 
― 
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施設

ID 
施設名 

延床 

面積

（㎡） 

竣工

年度 

(主施

設) 

物理的

使用目

標年数 

12 

評価 

結果 

計画期間（令和 5 年度（2023 年度）から 

令和 7 年度（2025 年度））の対策内容 

対策 

概算費用

（千円） 

122 
消防団第１４分団消

防器具置場 
56 1983 2043 

利用

検討 

・包括施設管理業務等による適正な維持管理に努め

ます 
― 

123 
旧消防団第１５分団

消防器具置場 
56 1985 2045 

利用

検討 

・令和4年度末をもって分団統合作業が完了したこ

とから、包括施設管理業務等による維持管理に努め

つつ、当該地の跡地活用方策について検討を進めま

す。 

― 

124 
消防団第１６分団消

防器具置場 
55 1987 2047 

利用

検討 

・包括施設管理業務等による適正な維持管理に努め

ます 
― 

125 
消防団第１７分団消

防器具置場 
40 1976 2036 

用途

廃止 

・包括施設管理業務等による適正な維持管理に努め

るともに、令和５年度末に予定する第16分団との統

合及び令和６年度末に予定する施設利用停止に向け

た準備を進めます。 

― 

126 
消防団第１８分団消

防器具置場 
55 1986 2046 

継続

保全 

・包括施設管理業務等による適正な維持管理に努め

ます 
― 

127 
旧消防団第１９分団

消防器具置場 
56 1982 2042 

利用

検討 

・令和 4 年度末をもって分団統合作業が完了したこ

とから、包括施設管理業務等による維持管理に努め

つつ、当該地の跡地活用方策について検討を進めま

す。 

― 

128 
下閭自衛消防器具置

場 
25 不明 ― 

更新

検討 

・老朽化は進展していますが、倉庫利用であり管理

コストが生じていないことからも、当面の間は現行

を継続していきます。 

― 

129 
小松原自衛消防器具

置場 
10 不明 ― 

更新

検討 

・老朽化は進展していますが、倉庫利用であり管理

コストが生じていないことからも、当面の間は現行

を継続していきます。 

― 

◆ その他  

130 
吹上富士見書庫 

（借上物件） 
48 1998 2058 

利用

検討 

・適正管理に努める一方、更新検討する時期も近づ

いている中で、併設する「ID96：鴻巣シルバー人材

センター吹上事務所」と併せ、所有者及びシルバー

人材センターと調整の上、施設更新のあり方を検討

します。 

― 

131 
防災備蓄センター・

土のうステーション 
 743 2021 2081 

継続

保全 

・本市地域防災計画に基づく避難者・帰宅困難者等

への必要な防災物資の備蓄を担う施設であることか

らも、施設用途の維持を前提とし、包括施設管理業

務等による適正な維持管理に努めます。 

― 

 

  



32  

（９）公営住宅の対策内容 
 

施設

ID 
施設名 

延床 

面積

（㎡） 

竣工

年度 

(主施

設) 

物理的

使用目

標年数 

12 

評価 

結果 

計画期間（令和 5 年度（2023 年度）から 

令和 7 年度（2025 年度））の対策内容 

対策 

概算費用

（千円） 

◆公営住宅全般 

・鴻巣市公営住宅長寿命化計画」に基づき、優先した維持管理

対象施設である「登戸団地」「松原団地」「人形町団地」に

て、長寿命化による更新コストの削減と平準化を図ることとし

ています。 

・その他の公営住宅においても、築年数が大規模改修の検討を

要する 30 年を経過する大規模改修等の検討時期を迎えていま

すが、社会状況や必要性などを考慮し、総量管理の視点を踏ま

えて、公営住宅供給のあり方について再検討します。 

132 原馬室第２団地 244 1958 1998 
更新

検討 

適正な維持管理に努める一方、施設老朽化が顕著の

ため、現在、入居募集を停止しており、当面の間は

これを存続します。 

― 

133 登戸団地 4,868 1997 2057 
継続

保全 
適正な維持管理に努めます。 ― 

134 下谷団地 3,008 1967 2027 
更新

検討 

適正な維持管理に努める一方、施設老朽化が顕著の

ため、現在、入居募集を停止しており、当面の間は

これを存続します。 

― 

135 宮前団地 1,050 1972 2032 
更新

検討 
適正な維持管理に努めます。 ― 

136 松原団地 4,089 1988 2048 
継続

保全 
適正な維持管理に努めます。 ― 

137 小松団地 2,281 1981 2041 
更新

検討 
適正な維持管理に努めます。 ― 

138 人形町団地 3,254 1992 2052 
継続

保全 
適正な維持管理に努めます。 ― 

139 新宿団地 800 1981 2041 
更新

検討 
適正な維持管理に努めます。 ― 

 ◆その他  

140 
水資源開発公団払下

住宅 
190 不明 ― 

用途

廃止 

・普通財産の賃貸住宅として貸し付けていますが、

老朽化が顕著なことからも、退去に向けた交渉によ

る施設廃止に向けた準備を進めます。 

― 
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（１０）その他施設の対策内容 
 

施設

ID 
施設名 

延床 

面積

（㎡） 

竣工

年度 

(主施

設) 

物理的

使用目

標年数 

12 

評価 

結果 

計画期間（令和 5 年度（2023 年度）から 

令和 7 年度（2025 年度））の対策内容 

対策 

概算費用

（千円） 

  

◆ 駐車場関係全般 

  

・利用状況・建物状況も良好な中、指定管理者制度を活用しな

がら、適正な維持管理に努める一方、今後予定される更新費用

に掛かる負担を見極めながら、総量管理の視点を踏まえて、施

設のあり方を継続的に検討します。 

141 
鴻巣駅東口第１駐車

場 
26,375 2007 2067 

継続

保全 

・指定管理者制度を活用し、適正な維持管理と併

せ、費用対効果及び提供サービスの質の向上を図り

ます。 

― 

142 
鴻巣駅東口第２駐車

場 
2,139 2008 2068 

継続

保全 

・指定管理者制度を活用し、適正な維持管理と併

せ、費用対効果及び提供サービスの質の向上を図り

ます。 

― 

◆ 駅公衆便所関係 
・利便性・立地性の観点からも必要施設として、今後とも適正

な管理に努めます。 

143 鴻巣駅東口公衆便所 34 1995 2055 
更新

検討 

・包括施設管理業務等による適正な維持管理に努め

ます 
― 

144 鴻巣駅西口公衆便所 29 1990 2050 
更新

検討 

・包括施設管理業務等による適正な維持管理に努め

ます 
― 

145 
北鴻巣駅東口公衆便

所 
39 1984 2044 

更新

検討 

・包括施設管理業務等による適正な維持管理に努め

ます 
― 

146 
北鴻巣駅西口公衆便

所 
21 2015 2075 

更新

検討 

・包括施設管理業務等による適正な維持管理に努め

ます 
― 

147 吹上駅北口公衆便所 31 2008 2068 
更新

検討 

・包括施設管理業務等による適正な維持管理に努め

ます 
― 

148 吹上駅南口公衆便所 22 1987 2047 
更新

検討 

・包括施設管理業務等による適正な維持管理に努め

ます 
― 

 ◆ その他  

149 旧第二庁舎 ― ― ― 
利用

検討 

・令和４年度(2022 年度)末をもって建物解体が完了

した中、当面の間は職員駐車場として暫定利用する

ともに、周辺施設である「ID4：中央公民館」

「ID33：鴻巣勤労青少年ホーム」「ID69：鴻巣児童

センター」と含め、施設再編の検討・実施に取り組

みます。 

― 

150 旧笠原小学校 5,745 1988 2048 
利用

検討 

・令和３年度(2021 年度)に定めた「笠原小学校跡地

利活用基本計画」に基づき、学校資源を活用した有

効的な地域拠点の創出に向け、民間活力を活用した

賃貸方式による活用を検討します。 

― 

151 旧川里保健センター 534 1993 2053 
利用

検討 

・鴻巣市観光協会への暫定貸付による活用をしてい

ますが、一方で、「旧川里保健センター」を含めた

川里ふるさと館は、大規模改修の基準となる 30 年

を迎えることや、隣接する川里中学校を含めた小中

一貫教育校の新設に伴う施設の複合化を踏まえ、川

里ふるさと館全体の施設のあり方について検討を進

めます。 

― 

152 旧富士見保育所 ― ― ― 
用途

廃止 

・令和 4 年度(2022 年度)に建物を含め財産処分を行

いました。 
― 

153 
旧広田中央土地区画

整理事務所 
130 1997 2057 

利用

検討 

・現在市の倉庫として活用しており、管理コストが

生じていないことからも、当面の間は機能維持を行

いつつ、他の施設の余剰空間などにより移転が果た

せる状況が生まれた場合においては、売却等の可能

性について検討を進めます。 

― 
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施設

ID 
施設名 

延床 

面積

（㎡） 

竣工

年度 

(主施

設) 

物理的

使用目

標年数 

12 

評価 

結果 

計画期間（令和 5 年度（2023 年度）から 

令和 7 年度（2025 年度））の対策内容 

対策 

概算費用

（千円） 

154 渡内糠田排水機場 814 1992 2052 
利用

検討 

・防災上も廃止することが出来る施設ではないた

め、今後とも適正な維持管理に努めます。 
― 

155 
旧中閭自衛消防器具

置場 
20 不明 ― 

更新

検討 

・地域による倉庫利用が行われている中、利用状況

を再検証した上で、保有資産を有効利用できるよう

検討します。 

― 

156 
旧川面自衛消防器具

置場 
9 不明 ― 

用途

廃止 

・地域による倉庫利用が行われている中、利用状況

を再検証した上で、保有資産を有効利用できるよう

検討します。 

― 

157 旧広田保育所 52 不明 ― 
用途

廃止 

・現在市の倉庫として活用しており老朽化は進展し

ていますが、当面の間は機能維持を行いつつ、他の

施設の余剰空間などにより移転が果たせる状況が生

まれた場合においては、売却等の可能性について検

討を進めます。 

― 
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